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九 州電力株式会社

火力電源入札実施要綱案について

資料８



о 当社所有の火力発電所の多くは高経年化が進展しており、その代替となる電源開発が段階的

に必要であることから、当社は、資源エネルギー庁から公表された「新しい火力電源入札の

運用に係る指針」（平成24年9月策定、平成26年2月改訂、以下、ガイドライン）に基づき、火力

電源入札を実施することといたしました。

о 入札実施にあたり、ガイドラインに則り、平成26年4月10日に事前説明会を開催のうえ、当社が

作成した火力電源入札実施要綱案（以下、要綱案（見直し前））に対するＲＦＣ（4/10～5/9）を

実施するとともに、当該意見・要望を踏まえた火力電源入札実施要綱案（以下、要綱案（見直

し後））を策定いたしました。

о 火力電源入札ＷＧにおいて、要綱案（見直し後）とガイドラインとの適合について、ご確認を

お願いいたします。

1はじめに

・平成26年度供給計画提出

・入札実施公表

・火力電源入札専用ページ開設（ http://www.kyuden.co.jp/ipp_index.html ）

平成26年

3月27日

・要綱案（見直し前）に対する意見募集（ＲＦＣ）

→5社から52件のご意見を受領

4月10日～

5月9日

・要綱案（見直し前）公表

・要綱案（見直し前）に関する事前説明会開催（37社・74名が参加）

4月10日

・系統情報を当社ホームページ上で公開

（http://www.kyuden.co.jp/company_liberal_presentation.html）

→主要送電線の整備計画ならびに主要変電所の整備計画、系統連系制約

平成24年

11月６日

〔これまでの経緯〕



１. 要綱案（見直し前）の概要
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③ 技術的信頼性

応札者が汽力（対馬は内燃力）の発電実績を有すること、または発電実績がある者の

技術支援があること

利用率50～70％の電源利用率70～80％の電源電源タイプ

① 上限価格

応札者の判定価格が、当社応札電源の判定価格（＝上限価格）以下と なること

（上限価格は公表しない）

＊1  当社の場合、応札電源の原価

＊2  当社が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行う場合

＊3  本土のみ

＊4  事業税率は1.283％

既設設備、当社供給区域外からの応札（本土のみ）、および複数の電源を集約して

一元的に取り扱うアグリゲーションによる応札も可能

主な応札条件

② 契約供給期間

原則15年間(10～30年間の範囲で選択可能）

＊契約供給期間の違いによる入札価格の補正は行わない

8千ｋＷ100万ｋＷ募集規模

平成30年6月まで平成33年6月まで供給開始時期

離 島（対 馬）本 土

１ 要綱案（見直し前）の概要

入札価格*1 ± ＣＯ２対策コスト*2 － 需要地近接性評価*3
判定価格 ＝

（１ － 事業税率*4）

（１）主な入札実施概要
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７月ごろ（中立的機関での確認後）から入札募集受付を開始し、11月ごろに締切

＊ＲＦＣ開始（H26.4.10）から入札募集締切までの期間：６か月強
募集期間

④ 利用率変動許容性

年間利用率が年間通告利用率から±10％まで調整可能であること

⑧ 需給調整機能

島内の電力供給及び電力品質維持の

ため、以下の項目について条件を設定

・周波数制御機能 ・電圧調整機能

・起動特性 ・最低出力

⑤ 遵守すべき基準

発電設備は、電気事業法、環境関連諸法令等の発電事業に関連する 諸法令、技術

基準等を遵守すること

主な応札条件
（つづき）

⑥ 系統アクセス

応札にあたり、発電設備を系統に連系する場合の接続検討および系統連系に関する

暫定申込みを行うこと

→ 接続検討期間は原則３か月以内で、所要工期、工事費負担金額などを回答

⑦ 契約最大電力

1,000kW以上

―

離 島（対 馬）本 土

１ 要綱案（見直し前）の概要

（１）主な入札実施概要（つづき）
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o 応札条件を満たした応札者について、以下の算式で評価価格を算定し、安価なものか
ら順位付け

o 評価価格が同値の場合、以下の非価格要素を考慮し順位を決定

① 周波数調整機能を具備するもの（本土のみ）

② ばい煙等の排出量が許容量を上回らない、または地元自治体同意済のもの

③ 営業運転開始が早いもの

④ 判定価格の固定費・可変費のいずれもが上限価格の固定費・可変費を下回るもの

⑤ ①～④を考慮してなお順位が決定しない場合、計画の確実性等を総合的に勘案

o 順位が上位のものから累計し、募集規模100万kW（対馬の場合は8千kW）に達する応
札者までを落札候補者とする

落札候補者の決定

o 入札価格は、契約供給期間で均等化した単価を算定

o 毎年度の費用を資本費、運転維持費、燃料本体費（CIF連動分）および燃料関係

諸経費（CIF非連動分）の別に、可能な限り実際のコストにもとづくように設定

o 系統アクセス費用のうち電源線等工事費（応札者の特定負担分）については、

入札価格に含める

o 二酸化炭素排出係数は、基準排出係数(0.000550t-CO2/kWh)に調整

o 入札価格の算定における、運転維持費、可変費（燃料本体費および燃料関係諸経費）

の適用エスカレーションは０％。なお、受給開始後の料金支払い時には、入札時に

申し出の合成比率を用いて、運転維持費と可変費を物価等により調整

入札価格の考え方

離 島（対 馬）本 土

１ 要綱案（見直し前）の概要

（１）主な入札実施概要（つづき）

評価価格（円/kWh） ＝ 判定価格 ＋ 電源線等以外工事費（一般負担分）

（当社エリア以外に連系する場合、振替供給に伴う料金、損失率を加味）

こ
の
順
に
考
慮
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実受給日の前日まで週間計画通告期限の前日まで通告変更

о 落札者が当社へ供給可能な年間電力量（年間供給可能電力量）にもとづき、
当社から落札者に通告する年間電力量（年間通告電力量）を設定

о 当社は、低廉な電気料金実現のために、電力の需給・設備状況及びIPP電源の経済性
等を考慮し、年間供給可能電力量から契約最大電力に8,760時間を乗じた値の20％に
相当する電力量を限度として減じた範囲で、年間通告電力量を設定

通告運用

二部料金制
о基本料金 ： 資本費と運転維持費の合計
・資本費 ・・・入札時の年度別価格で固定（年額の1/12を毎月支払）

＊電源線等工事費において状況変化による調整や電源線工事の結果、
電源線等工事費に変動が生じた場合、調整後の工事費に基づいた
価格を契約価格とする。

・運転維持費・・・毎年の実績物価上昇（一人あたり雇用者所得指数＝ＣＥＩ、
企業物価指数＝CGPI、消費者物価指数＝CPI）にもとづき調整

о電力量料金 ： 実績受給電力量に次の可変費単価を乗じて算定
・基準分料金単価（通告分）・・・可変費単価
・超過分料金単価（超過分）・・・基準分料金単価×0.5
＊許容バンド ： 通告電力量の３％以内は基準分とみなす
＊可変費のうちCIF連動分は燃料費調整を、CIF非連動分は物価調整を実施

受給料金

離 島（対 馬）本 土

１ 要綱案（見直し前）の概要

（２）運用に関する事項の概要
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当社の通告が契約最大電力に相当する電力量を下回る場合、その差分を余力活用する
ことが可能
余力活用により、当社通告を遵守できなかった場合で、その原因が故意または重過失の
ときは、未達電力量に「基本料金年額÷年間契約基準電力量×３」を乗じた額を当該月の
基本料金から割戻し

発電余力の活用

〔通告未達割戻料金（発電未達）〕
通告電力量に対し未達が生じた場合に、未達電力量に「基本料金年額÷年間契約
基準電力量×2」を乗じた額を当該月の基本料金から割戻し
（通告電力量の３％までは許容）

〔停電割戻料金（事故）〕
発電設備の事故等により、発電の全部または一部の停止を行った場合、発生からの
2時間の通告電力量と実績受給電力量との差（停電電力量）に「基本料金年額÷年間
契約基準電力量×1.5」を乗じた額を当該月の基本料金から割戻し

〔超過停止割戻料金（事故）〕
停電を除き、発電設備の事故等により、発電の全部または一部の停止を行った場合の
通告電力量と実績受給電力量との差（停止電力量）が、年間契約基準電力量の5％を
超過した場合、その超過電力量に「基本料金年額÷年間契約基準電力量」を乗じた
額を年度末月の基本料金から割戻し

〔年間未達通告保証料金〕
当社が、変更通告した場合の通告電力量の年間合計値が、通告電力量の年間合計値
を10％を超過して下回った場合は、その未達電力量に基準分電力量料金単価を乗じ
た額を年度末に支払い

ペナルティ料金

離 島（対 馬）本 土

１ 要綱案（見直し前）の概要

（２）運用に関する事項の概要（つづき）
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・落札者申し出の場合は、次の補償をしていただく

ａ.契約保証金に相当する金額

（契約保証金をお預かりしている場合は当該契約保証金を違約金として受領）

ｂ.系統アクセス工事に要した費用の実費

・当社申し出の場合は、次を補償

ｃ.契約保証金の返却（契約保証金をお預かりしている場合）

ｄ.契約保証金相当額並びに落札者が発電設備の建設に要した費用（撤去費用含む）

ｅ.落札者がアクセス設備を建設する場合は、その建設に要した費用（撤去費用含む）

営業運転開始前の解約

契約履行の担保として、契約最大電力1ｋＷあたり、5,000円を預託していただく
（銀行の保証書控えを提出する場合は、契約保証金の預託に代えることも可）
契約どおり運転開始した場合は、銀行預金利率相当の利息を付して返却

契約保証金

営業運転開始日は、繰延べ１日ごとに契約最大電力１kWにつき13.70円を補償することで、
繰延べ可能(繰り延べ期間は原則1年以内)

[免責事由]

・双方、天変地異等の事由による場合

・環境影響評価の結果、京都議定書目標達成計画(後継計画を含む)との整合が

原因で発電所の建設が認められない場合

・現時点でＢＡＴ(Best Available Technology)の仕様・基準が変更となり得ることから、

環境影響評価の結果、ＢＡＴが適用されず、発電所の建設が認められない場合

・落札者の責めとならない地域事情等の事由で発電所の運転開始が遅延する

場合で、契約締結後1年以内の申し出の場合

・当社の責めとならない用地事情等の事由でアクセス線の建設が遅延する場合で、

契約締結後1年以内(又は地元同意後1年以内)の申し出の場合

供給開始年月の変更

離 島（対 馬）本 土

１ 要綱案（見直し前）の概要

（３）契約に関する事項の概要
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契約規定の遵守を著しく怠った場合、相手方に文書により契約の履行を催告することがで
き、催告後30日を経過しても履行しない場合は、相手方事由として契約を解除可能
この場合、原因者は「契約の解約」に準じて補償を行うものとする。

契約の解除

契約供給期間満了日の３年前（対馬は5年前）までに期間の延長を申し出た場合、相手方
は特別な事情がない限り契約延長の協議に応じることとする

＊ 契約供給期間満了後は、落札者は当社に販売するほかに、契約の全部または

一部を当社以外に販売することも可能

契約供給期間満了後
の扱い

原則として7年前（対馬は5年前）までに申し出る

・ 落札者申し出の場合は、次の補償をしていただく

ａ. 供給開始後、解約時点までの受給価格と入札価格に対応する金額との差額

ｂ. 系統アクセス設備の残存簿価および撤去費用

ｃ. 上限価格と判定価格との差額の残存契約期間に対応する金額

・ 当社申し出の場合は、次を補償

ｄ. 基本料金の残存契約期間に対応する金額

＊ ７年分（対馬は5年分）が上限（ c,d ）

＊ 落札者および当社の責めとならない事由の場合は免責（c,ｄ）

＊ 解約時点の価値に換算（a,c,d）

営業運転開始後の解約

離 島（対 馬）本 土

１ 要綱案（見直し前）の概要

（３）契約に関する事項の概要（つづき）



２. ＲＦＣでいただいたご意見および

当社の考え方（ご回答）
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11２-１ ＲＦＣでいただいたご意見の概要

o いただいたご意見の主な項目、概要は以下のとおり。
o 次頁以降で、主なご意見等の中から、ガイドラインに係るものを中心に抽出し、当社の考え（回答）、要綱案（見直し後）での扱
いをまとめましたので、適合性の観点からご確認をお願いいたします。
ｏ なお、本土、離島（対馬）に共通するご意見については本土、離島（対馬）の双方にて検討しております。

５２ 件

５ 件

19 件

16 件

１ 件

５ 件

２ 件

１ 件

３ 件

件 数

総 数

・落札候補者の通知（6） その他

評 価

入札価格

上限価格

･運開までのエスカレーション(物価補正)に関する要望

･解約時の取扱いに関する要望

・連帯保証は不要

（5） 契約条件

･環境影響評価の過程で求められるBAT（Best Available Technology）に

関する扱いの明確化
（3） 環境アセスメント

･通告運用は一方的な通知ではなく、協議とすべき

･ＣＯ２調整未達の場合における精算に用いる炭素クレジットの扱い
（4） 運 用

･入札募集期間の延長

･耐津波設計の基準の明確化

（2） スケジュール・

入札条件

・入札燃料価格は事業者が任意に設定できるとの理解でよいか

･電源線等工事費を再算定する際は、応札者に対して背景・入札価格への

影響等を合理的に説明すべき

･入札締切後もしくは落札者決定後の上限価格の公表

（1） 価 格

主 な ご 意 見項 目
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・既存設備を利用する場
合、公平性の観点から、
上限価格の算定方法に
ついて予めルール化し、
入札要綱上で公表した
上で、落札候補者決定
後の火力電源入札WG
で審査すべき

〔NO.2〕

ご意見

・当社応札電源の電源対応
原価にＣＯ２対策コストおよ
び需要地近接性評価を加
減算し、事業税相当額を加
味した価格といたします。

〔要綱案4(1)〕

（本土：p11）

（対馬：p11）

要綱案（見直し前）

・当社電源にかかる入札価格に
ついては、同要綱に従い「落札
した場合に実際に設置される電
源の原価に基づき、他の応札
者と同様の方法により算定」い
たします。このため、算定方法
のルール化および入札要綱で
の公表は行いません。

〔Ｐ８〕

上限価格は、能率的
な経営の下における
適正なコストを前提と
する必要がある（この
場合、事前に上限価
格を公表することは要
しない）。

上

限

価

格

当社回答ガイドライン項目

２-２ ＲＦＣでいただいたご意見および当社の回答

(１-１)価格に関するご意見（上限価格）

o ＲＦＣでは、上限価格に関し、算定方法のルール化、上限価格の公表等についてご意見をいただきました。
o 今回の入札においては、自社応札を行うため、当社の応札価格に基づく判定価格が上限価格となります。
o 当社は他の応札者と同様に、要綱に従って入札価格を算定して応札を行うため、公平な競争の観点から上限価格算定
方法のルール化や公表はいたしません。

o なお、当社を含め、複数の落札者がいた場合は、ガイドラインに従い、卸供給の平均額と上限価格のかい離率を公表
いたします。
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・上限価格は供給開始後
の解約等の補償金の算
定に使用され、プロジェ
クトの可否を判断する上
で重要な要素となるため、
落札者決定後すみやか
に開示すべき

・公平性の観点から事後
的に落札結果の検証が
できるよう手続き上問題
のない時点において価
格と算定根拠を公表す
べき

計2件〔NO.14、38〕

ご意見

契約締結後、機器調達等に
支障を来たすことのない適切
な時期に、当社は次の項目
を公表します。

・卸供給を行う各事業者名

・供給開始年度

・卸供給を行う場所（住所）

・年間契約基準利用率

・契約最大電力（夏季出力）

・燃料種別

〔要綱案7(5)〕

（本土：p47）

（対馬：p45）

要綱案（見直し前）

・今回の入札において、当社は自
社応札することとしており、上限
価格は自社応札価格にもとづく
判定価格となります。これを公表
した場合、自社応札電源の原価
が明らかになってしまうため、公
表はガイドラインに定められた以
下の項目のみとし、上限価格は
公表いたしません。なお、上限価
格は解約時の補償額を算定する
根拠となりますので、落札者には
個別に周知いたします。
①卸供給を行う落札者名、当該
落札者の行う卸供給の規模、運
転条件、利用率及び燃料種
②卸供給の契約価格の平均額
と、当該平均額と上限価格のか
い離率（ただし、落札者が１社の
みの場合は、この限りではない）
・なお、要綱案第７章(５)の、契約
締結後機器調達等に支障を来
すことのない適切な時期に公表
する項目として、上記②の記載
がなかったため追記いたします。

〔Ｐ15〕

落札者に係る情報とし
ては、卸供給契約締結
後、落札者の機器調達
等に支障を来すことの
ない適切な時期に、入
札案件ごとに入札実施
会社が、以下の内容に
ついて公表することとす
る。

①卸供給を行う落札者
名、当該落札者の行う
卸供給の規模、運転条
件、利用率及び燃料種

②卸供給の契約価格の
平均額と、当該平均額
と上限価格のかい離率
（ただし、落札者が１社
のみの場合は、この限り
ではない）

上

限

価

格

当社回答ガイドライン項目

２-２ ＲＦＣでいただいたご意見および当社の回答

(１-１)価格に関するご意見（上限価格）つづき
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・他応札者と競合するため
電源線等工事費を再算
定する場合、当該応札者
に対して背景・入札価格
への影響等を合理的に説
明すべき

〔NO.15〕

ご意見

・電源線等工事費（特定負
担分）については、他の応札
者と競合する場合等（以下
「状況変化」といいます）は当
社にて再算定を行い、入札
価格の調整を行います。

〔要綱案7(1)〕

（本土：p39）

（対馬：p39）

要綱案（見直し前）

・要綱案第７章（５）に記載のと
おり、落札者決定後、全ての
応札者に結果をお知らせする
こととしており、この中でご要望
の内容についても説明をさせ
ていただきます。

〔Ｐ1２〕

応札締切後に状況変化
が生じた場合には、中
立的機関に対してその
理由を明らかにした上
で、事前に行う接続検
討により算定された電源
線の敷設費用等の額と
異なる額を算定し、これ
を「①電源の入札価格」
に反映することも可能と
する。この場合、入札実
施会社は、あらかじめ入
札要綱にその旨を明記
するとともに、価格への
反映方法についても記
載するものとする。

上

限

価

格

当社回答ガイドライン項目

２-２ ＲＦＣでいただいたご意見および当社の回答

(１-２)価格に関するご意見（評価）

o 評価における電源線等工事費について再算定する場合は、背景・入札価格への影響を応札者へ説明してほしいとの
意見をいただいておりますが、当社は再算定の内容について、落札者決定後に対象となる応札者へお知らせします。
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・今回の入札募集における募
集期間につきましては、電気
事業法第22条第５項および
同施行規則第30条第１項第
１号ならびにガイドラインにも
とづき設定いたしております。
何卒ご理解くださいますよう
お願いいたします。

・募集要綱確定から募集
締切までの期間が３ヶ月
弱では、短すぎる

・適切な条件・価格の検討
期間確保のため、締切時
期を延長すべき

〔NO.1〕

・事前説明会 ： 4/10

（提案募集開始）

・入札開始 ： 7月ごろ

・募集締切 ： 11月ごろ

⇒ 提案募集開始から募
集締切まで約6か月

〔要綱案1〕

（本土：p1）（対馬：p1）

〔Ｐ６〕
入札要綱に対する提案
募集を実施する期間を
含め、概ね６ヶ月程度
が目安となる。

ス

ケ

ジ

ュ
ー

ル

・耐震設計と同様に耐津
波設計に関して準拠する
技術基準を明示すべき

〔NO.6〕

ご意見

〔耐津波設計〕

設計基準記載なし

〔要綱案４(５）〕

（本土：p15）

（対馬：p15）

要綱案（見直し前）

・耐津波対策として｢電気設
備地震対策WG報告書
(H24.3)：総合資源エネル
ギー調査会原子力安全・保
安部会電力安全小委員会」
にて示された「電気設備の
津波への対応の基本的な考
え方」および「電気設備の
津波対策」に基づくことを
条件とする旨を、要綱案に
追記いたします

〔Ｐ13 脚注〕
耐震、浸水防止（津波
対策）、防火等の災害
に対し、適切な技術的
対策を講じるための費
用が織り込まれているこ
とが前提となる

入

札

条

件

当社回答ガイドライン

２-２ ＲＦＣでいただいたご意見および当社の回答

o 募集期間（ＲＦＣ～募集締切）について、短すぎるとの意見をいただいております。
o 当社といたしましては、現時点での需給見通しを前提として、必要な規模、供給開始時期等の入札条件を定めており、
また、電気事業法ならびにガイドラインに基づく募集期間を設定しておりますので、見直しを行う必要はないものと考え
ております。

(２)スケジュール・入札条件に関するご意見
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・BATのうち、満たすべき基
準を明確化すべき

（Ａ）経済性・信頼性におい
て問題なく商用プラントとし
て既に運転開始をしている
最新鋭の発電技術

（Ｂ）商用プラントとして着工
済み（試運転含む）の発電
技術及び商用プラントとし
ての採用が決定し環境ア
セスメント手続きに入って
いる発電技術

（C）上記以外の開発・実証
段階の発電技術

〔NO.5〕

ご意見

環境影響評価におい
ては、新たに設置され
る設備について、適用
可能な最善の技術（Ｂ
ＡＴ:Best Available 
Technology）の適用が
条件となっていることか
ら、条件を満たす設備
を導入していただきま
す。

〔要綱案４（5）〕

（本土：p13）

（対馬：p13）

要綱案（見直し前）

・経済産業省および環境省が「東京電
力の火力電源入札に関する関係局長
級会議取りまとめ」により整理し公表し
た、『ＢＡＴの参考表【平成26年４月時
点】』（平成26年5月1日更新）において、
「（Ａ）経済性・信頼性において問題なく
商用プラントとして既に運転開始をして
いる最新鋭の発電技術」に区分されて
いる発電技術以上のものとしていただ
くことを要綱案に追記いたします。

〔Ｐ11 脚注〕

新たに設置される
設備についてはＢ
ＡＴ（適用可能な最
善の技術）の適用
が条件となることか
ら、そのような設備
を導入する必要が
あることについては、
入札実施会社が入
札要綱において明
らかにする必要が
ある

ア

セ

ス

メ

ン

ト

当社回答ガイドライン項目

２-２ ＲＦＣでいただいたご意見および当社の回答

o ＲＦＣでは、環境アセスメントにおいて条件となる適用可能な最善の技術（ＢＡＴ:Best Available Technology）のうち、どの
基準を満たすか明確にしてほしいとのご意見をいただきました。
o 経済産業省および環境省が「東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議取りまとめ」により整理し公表した、『ＢＡＴ
の参考表（暫定版）【平成26年４月時点】』において、「（Ａ）経済性・信頼性において問題なく商用プラントとして既に運転開
始している最新鋭の発電技術」に区分されている発電技術以上のものとしていただきます。

(３)環境アセスメントに関するご意見
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・年間通告電力量の調
整は、以下の理由から
一方的な通告ではなく、
協議によって合意すべ
き

・燃料使用量の大幅

な変動は、燃料調

達契約に大きな

支障をきたす

・ガスタービン設備の

起動停止回数の

増により高温部品の

寿命を消費する

〔NO.4〕

ご意見

当社は、電力需給状況、電
力設備状況および電源の経
済性その他の事情がある場
合は、年間供給可能電力量
から契約最大電力に８，７６０
時間を乗じた値の２０％に相
当する電力量を限度として減
じた範囲内で年間通告電力
量を設定いたします。

〔要綱案９（１）〕

（本土：p57）

（対馬：p55）

要綱案（見直し前）

・当社は原則、落札者から当
社へ供給可能な年間電力
量にもとづき通告いたしま
す。ただし、当社はお客さま
に安定的で経済的な電気
の供給を行うため、落札電
源を含む当社供給力の最
経済的な運用を実現する必
要がありますので、当社に
年間通告利用率を変動す
る自由度を確保させていた
だくことについて、何卒ご理
解くださいますようお願いい
たします。
・なお、要綱案第9章（１）に
記載のとおり利用率低下分
については補償の対象とし、
補償方法については、落札
者との協議により、運転開
始前までに決定いたします。

〔Ｐ７〕

火力入札の募集規模は、運
転条件別に指定することを
基本とする（その際、入札実
施会社は、入札要綱におい
て想定される典型的な運転
パターンを例示すること等が
求められる。実運転時の運
転パターンについては、入
札後の協議により決定する）運

用

当社回答ガイドライン項目

２-２ ＲＦＣでいただいたご意見および当社の回答

o 年間通告電力量の決定は協議によることとの意見をいただきましたが、この取扱いは当社が最経済運転をする中で必要な
ものです。年間供給可能電力量から減少する場合は、その理由について十分ご説明いたします。また、利用率の低下に
伴う補償も行いますので、ご理解いただきたいと考えております。

(４)運用に関するご意見
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・燃料本体費につきましては、
要綱案第５章に記載のとおり、
当社が予めお示しした指標
以外で調整を希望される場
合は、落札者の申出に応じ、
受給契約締結までに別途協
議させていただきます。ただ
し、希望される品目による輸
入実績が十分でない場合等、
指標性を有していないと判断
される場合には、当社がお示
しした指標による調整とさせ
ていただきます。

・運転維持費および燃料関係
諸経費につきましては、当該
費用の変動を示す一般的な
指標を採用していますので、
要綱案に示す指標による調
整とさせていただきます。

・燃料関係諸経費のエ
スカレ率は、示された
指標以外の指標に基
づく算定も可能とす
べき

・他の公の指数も使用
できるようにすべき

計2件〔NO.11、12〕

ご意見

〔入札価格〕
運転維持費、可変費のうち燃料
本体費（ＣＩＦ価格連動分）、可変
費のうち燃料関係諸経費（ＣＩＦ
価格非連動分）に適用する指標
のエスカレーション率は一律０％
〔受給料金〕
ｴｽｶﾚｰｼｮﾝ補正を実施

（ⅰ）運転維持費

「CEI、CGPI、CPI、変動なし」から
合成して算定

（ⅱ）燃料本体費

「石炭、原油、液化天然ガス」から
合成して算定

（ⅲ）燃料関係諸経費

「CEI、CGPI、CPI、変動なし」から
合成して算定

〔要綱案５（１）ｅ〕

（本土：p27）（対馬：p27）

要綱案（見直し前）

〔Ｐ９〕
応札条件及び評価項
目・基準については、入
札制度の透明性確保の
ためにも、可能な限り具
体的、客観的、定量的
な基準により設定された
ものであり、かつ、あらか
じめ公表されることにより
入札を検討する者に
とっての予見可能性が
確保されたものであるこ
とが必要である。また、
入札制度の透明性確保
のためにも、可能な限り
基準・重み付けの考え
方について説明されるこ
とが必要である。

エ
ス

カ

レ

ー

シ

ョ

ン

当社回答ガイドライン項目

２-２ ＲＦＣでいただいたご意見および当社の回答

o 落札後の受給契約におけるエスカレーションについて、要綱案で指定する指標によらず、別途個別指標の設定を求めるご意
見がございました。燃料費については、指定した指標以外による調整については、受給契約締結前に別途協議することとして
おります。なお、運転維持費、燃料関係諸経費につきましては、当該費用の変動を示す一般的な指標を採用していることから、
見直しはしないことといたします。
o また、運開までの建設費および金利についてエスカレーション率を設定すべきとのご意見がありました。
今回の募集では、金利および土木関連費用に関する補正はいたしませんので、金融市場変動や土木関連物価変動などを
はじめとする価格変動リスクも踏まえた入札価格を算定のうえ応札いただきます。

(５)契約条件に関するご意見
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・今回の募集においては、金利
および土木関連費用に関する
補正はいたしませんので、金融
市場変動や土木関連物価変動
などをはじめとする価格変動リ
スクも踏まえた入札価格を算定
のうえ応札ください。

・運転維持費の変動等、入札時
点で予測できない運開後の費
用変動の受給料金への反映に
ついては、入札による供給条件
の変更となるため、基本的に入
札による卸供給の中では仕組
み上困難であると考えておりま
す。ただし、入札による受給条
件のうち、電事法22条8項に定
める事項については所定の法
手続きにより変更が可能です。
上記以外の税制等、予測しえ
ない大幅な変更が生じた場合
には、その時点で諸情勢も勘案
のうえ協議をいたします。

（現行法下では電事法22条1項
による料金規制への移行が前
提となります）

・建設着工まで期間が空
くため、人件費・材料費
及び金利について適切
なエスカレを設定すべき
・入札時点と融資時点の
基準金利比で資本費中
の金利相当を補正でき
るｵﾌﾟｼｮﾝを付与すべき
・入札時点と工事契約締
結時点の比で、土木工
事・設備費用相当を補
正できるｵﾌﾟｼｮﾝを付与
すべき
・灰処理費等の指標に反
映されない項目の、実
払い段階での変動分に
ついても受給料金に反
映すべき

計4件〔NO.9、10、24、25〕

〔資本費〕
『5.入札価格の算定方法①
各年度の費用の算定c.』に
より算定した電源線等工事
費について状況変化による
調整を行った場合、または
電源線工事の結果、電源線
等工事費に変動が生じた場
合（変動の原因が落札者に
起因するものは除きます）は、
調整後の電源線等工事費
（特定負担分）にもとづいた
価格を、契約の価格といた
します。

〔運転維持費〕
各年度の料金については
毎年４月に、入札時の運転
維持費の前提とした物価指
数等（ＣＥＩ、ＣＧＰＩ、ＣＰＩ）と
当該年度の物価指数との変
動率にて調整いたします。

〔要綱案９（４）〕

（本土：p61）

（対馬：p59）

〔Ｐ９〕
応札条件及び評価項
目・基準については、入
札制度の透明性確保の
ためにも、可能な限り具
体的、客観的、定量的
な基準により設定された
ものであり、かつ、あらか
じめ公表されることにより
入札を検討する者に
とっての予見可能性が
確保されたものであるこ
とが必要である。また、
入札制度の透明性確保
のためにも、可能な限り
基準・重み付けの考え
方について説明されるこ
とが必要である。

エ
ス

カ

レ

ー

シ

ョ

ン

ご意見要綱案（見直し前） 当社回答ガイドライン項目

(５)契約条件に関するご意見（つづき）

２-２ ＲＦＣでいただいたご意見および当社の回答
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・各入札者の入札価格を同一条
件のもとで評価する必要がある
ことや、燃料価格の変動に加え、
発熱量の変動を加えることは、
燃料費調整の仕組みとして複
雑となることから、発熱量による
燃料本体費の調整は行いませ
ん。当社があらかじめお示しし
た指標等をもとにウエイト付けを
行なって織り込んでいただきた
いと考えております。

契

約

条

件

・燃料費調整にあたり、
資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁が発表
する「標準発熱量」を
引用する等、適切な熱
量補正を行うことを可
能とすべき

〔NO.26〕

入札時の燃料本体費
（ＣＩＦ価格連動分）の前
提とした貿易統計ＣＩＦ
価格と当該月に適用す
る貿易統計ＣＩＦ価格と
の変動率にて算定いた
します。

〔要綱案9（4）〕

（本土：p63）

（対馬：p61）

〔Ｐ９〕
応札条件及び評価項目・基
準については、入札制度の
透明性確保のためにも、可
能な限り具体的、客観的、定
量的な基準により設定された
ものであり、かつ、あらかじめ
公表されることにより入札を
検討する者にとっての予見
可能性が確保されたものであ
ることが必要である。また、入
札制度の透明性確保のため
にも、可能な限り基準・重み
付けの考え方について説明
されることが必要である。

ご意見要綱案（見直し前） 当社回答ガイドライン項目

(５)契約条件に関するご意見（つづき）

２-２ ＲＦＣでいただいたご意見および当社の回答
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・ガイドラインにおいて、
「原則として入札実施会
社が入札要綱に基づき
応募案件を評価し、落札
者を決定するが、入札実
施会社は評価報告書案
を落札者の公表前に中
立的機関に提出し、中立
的機関が入札要綱に基
づいて評価が行われてい
ないと認めるときは、入札
実施会社は再評価を実
施するものとする。」とされ
ており、その前段階で落
札候補者をお知らせする
ことは無用の混乱を招く
虞があることから、要綱案
第7章（5)のとおり、落札
者決定後、すべての応札
者に結果をお知らせする
ことといたします。

・事業の準備等を円滑
に進めるため、落札候
補者の決定の時点で、
事前に通知すべき

〔NO.17〕

契約締結後、機器調達等に支
障を来たすことのない適切な時
期に、当社は次の項目を公表
します。

・卸供給を行う各事業者名

・供給開始年度

・卸供給を行う場所（住所）

・年間契約基準利用率

・契約最大電力（夏季出力）

・燃料種別

〔要綱案7（5）〕

（本土：p47）

（対馬：p45）

〔Ｐ15〕

落札者に係る情報とし
ては、卸供給契約締結
後、落札者の機器調
達等に支障を来すこと
のない適切な時期に、
入札案件ごとに入札実
施会社が、以下の内容
について公表すること
とする。①卸供給を行
う落札者名、当該落札
者の行う卸供給の規模、
運転条件、利用率及
び燃料種

②卸供給の契約価格
の平均額と、当該平均
額と上限価格のかい離
率（ただし、落札者が１
社のみの場合は、この
限りではない）

そ

の

他

ご意見要綱案（見直し前） 当社回答ガイドライン項目

o 落札候補者の決定について通知すべきとのご意見をいただきましたが、火力電源入札ＷＧを経る前に、落札候補者を
お知らせすることは、無用の混乱を招く虞があることから、実施いたしません。

(６)その他のご意見



【参考】ＲＦＣでいただいたその他のご意見および当社の回答

（ガイドライン対象外）
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・ご意見を踏まえ、指標を変更する
必要がある場合は落札者と協議
する旨に表現を見直します。

・排出係数の調整が未達と
なった場合の精算に使用さ
れる炭素クレジット指標を変
更する場合は、貴社の一方
的判断ではなく、両社協議と
すべき

〔NO.34〕

炭素クレジットの市場価格は、原
則、発行済み炭素クレジットの代
表的な価格指標である欧州気候
取引所（ECX:European Climate 
Exchange）における認証排出削減
量（CER:Certified Emission 
Reductions）の先物取引の期近商
品の価格を用いることとし、当該年
度の各日の終値の平均値といた
します。

・なお、将来の炭素クレジットの市
場動向によっては、市場価格のベ
ンチマークを見直すことがあります。

〔要綱案 9（11）〕

（本土：p74）

（対馬：p72）

該当なし
運

用

ご意見要綱案（見直し前） 当社回答ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ項目

【参考】 ガイドラインに規定がない項目に関するご意見および当社の回答

（３）運 用
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・当社は、需給バランスの見通
しを踏まえ募集規模を設定し
ており、契約どおりの時期に運
開していただくことが原則とな
ります。運開時期の遅延、解
約の場合は、当社は代替供給
力確保等の対策を早期に図る
必要が生じるとともに、そのた
めの追加費用も発生すること
から、免責事項における解約
申出時期の規定は必要と考え
ています。しかし、平成25年
４月から環境アセスメント
の標準的工程が一部変更と
なったことを考慮し、免責
事項を「契約締結後1年６か
月以内」に変更いたします。

・契約解除時の補償免責規定
において、「落札者の責めとな
らない地域事情等の事由によ
り解約する場合で、解約を申
し出た時期が契約締結後１年
以内の場合」免責との記載が
あるが、地域事情等（例：自治
体のプラント建設に係る意向
変化等）の事由は、契約締結
後から供給開始までの期間に
亘り生じ得るため、「１年以内」
という設定を削除すべき

〔NO.35〕

（補償の免責：抜粋）

落札者の責めとならない地域事情
等の事由により、発電所の建設が
遅延した場合で、落札者が変更を
申し出た時期が契約締結後１年
以内の場合

〔要綱案 9（12）〕

（本土：p77）

（対馬：p75）

落札者の責めとならない地域事情
等の事由により、発電所の建設の
見通しがたたずにやむを得ず解
約する場合で、解約を申し出た時
期が契約締結後１年以内の場合

〔要綱案 9（13）〕

（本土：p81）

（対馬：p79）

該当なし

契

約

条

件

ご意見要綱案（見直し前） 当社回答ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ項目

【参考】 ガイドラインに規定がない項目に関するご意見および当社の回答

（４）契約条件
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・今回の入札募集における、供給
開始前の当社申出による解約の
補償につきましては、契約保証
金の返却および契約保証金相
当額の支払いをすることを予め
約すこととしておりますので、何
卒ご理解くださいますようお願い
いたします。

・供給開始前に貴社が解約を
申し出た場合の補償に以下を
明示すべき

１.落札者が金融機関等外部
から調達した借入金等の解除
等の時点における金融費用
（元利金残高等）

２. 実際に投下された株主資
本累計額および当該株主資
本累計額に対する出資時点
から解除等の時点に亘る一定
の期待利回り

３. 解除等に直接起因し発生
する落札者の合理的な追加
費用などの損害

〔NO.37〕

・ご意見を踏まえ、当社が解約を
申し出た場合の契約保証金の
返却に際して、利息を付す旨を
明記いたします。

・貴社申出により契約保証金が
返却される場合、利息を付す
ことを明記すべき

〔NO.36〕

供給開始前に当社が解約を申し
出た場合の補償

・ 契約保証金の返却（契約保証
金をお預かりしている場合は当
該契約保証金を違約金として受
領）

・契約保証金相当額並びに落札
者が発電設備の建設に要した費
用および撤去する場合はその撤
去費用

・落札者がアクセス設備（送電
線）を建設する場合は、その建
設に要した費用及び撤去する場
合はその撤去費用

〔要綱案 9（13）〕

（本土：p79）

（対馬：p77）

該当なし

契

約

条

件

ご意見要綱案（見直し前） 当社回答ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ項目

【参考】 ガイドラインに規定がない項目に関するご意見および当社の回答

（４）契約条件（つづき）
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・当社が、供給開始後に解約の申出を行
う場合は、原則７年前に申し出ます。そ
のため、申出後７年間は受給契約は継
続いたします。
・また、ガイドラインにおいて、「募集は開
始時期を踏まえた適正な時期（少なくと
も、入札対象電源が運転を開始する予
定の年度から7年程度前。）」とされてい
るとおり、7年程度のリードタイムがあれ
ば、落札者が取引所等を含む当社以外
の事業者への売電を含む電源の活用
が可能となるものと考えられます。
・今回の要綱案における、供給開始後に
当社が解約を申し出た場合においては、
上記リードタイムに加え、基本料金の残
存契約期間に対応する金額（残存契約
期間が７年を超える場合は、解約時点
から７年間分を上限）を補償金として落
札者に支払うことを予め約すものであり、
妥当なものと考えております。

・供給開始後に貴社が解約を
申出た場合の補償金の上限
（解約時点から７年）を撤廃し、
実損額にすべき

・以下の補償条項も追加すべ
き

１.落札者が金融機関等外部
から調達した借入金等の解
除等の時点における金融費
用（元利金残高等）

２. 実際に投下された株主資
本累計額および当該株主資
本累計額に対する出資時点
から解除等の時点に亘る一
定の期待利回り

３. 解除等に直接起因し発生
する落札者の合理的な追加
費用などの損害

〔NO.39〕

供給開始後に当社が解約を
申し出た場合の補償

・基本料金の残存契約期間に
対応する金額

・残存契約期間が７年を超える
場合は、解約時点から7年分を
上限

〔要綱案 9（13）〕

（本土：p83）

（対馬：p81）

該当なし

契

約

条

件

ご意見要綱案（見直し前） 当社回答ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ項目

【参考】 ガイドラインに規定がない項目に関するご意見および当社の回答

（４）契約条件（つづき）
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・ご意見を踏まえ、解約時は双方の合意に
よる旨、要綱案第9章（13）および標準契
約書案第33条（域外第37条）を修正いた
します。

・一方的な解約の設定
は、ファイナンス組成
の観点から大きな
ハードルであり、少な
くとも双方合意を前提
とすべき

〔NO.48〕

甲乙いずれか一方がやむを得な
い事由によりこの契約を解約する
必要が生じた場合は、あらかじめ
文書をもって相手方にその旨を
申し出て第39条または第40条に
定める補償を行うことにより、この
契約を解約することができるもの
とする。 〔契約書案〕

（本土：第33条）

（対馬：第33条）

（域外：第37条）

該当なし

・契約保証金は、契約履行を担保する目
的で供給開始前の期間においてお預か
りするものであり、供給開始時に返却いた
します（供給開始予定年月通りに供給開
始していただいた場合）（要綱案第9章
(3)）。また、供給開始後は、長期継続的な
「電気の安定供給」を担っていただくこと
なります。したがいまして、新たに子会社
または合弁会社等を設立して本事業を行
う場合については、事業の継続性・安定
性の観点から、当該子会社または合弁会
社等の出資者による保証については、原
則としてその出資者すべてが連帯して保
証いただくことが必要であると考えており
ます。

・契約保証金の預託及
び補償金支払義務が
課せられていることか
ら、出資者の連帯保
証までは不要とすべ
き

計２件〔NO.41、42〕

当社との間で契約を締結する相
手方（契約の承継者を含む）が、
電力卸供給を行うことを目的に設
立された子会社、合弁会社等で
ある場合は、その出資者である事
業者から「連帯保証状」を提出し
ていただきます。

〔要綱案 11（4）〕

（本土：p95）

（対馬：p93）

該当なし

契

約

条

件

ご意見要綱案（見直し前） 当社回答ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ項目

【参考】 ガイドラインに規定がない項目に関するご意見および当社の回答

（４）契約条件（つづき）



３. 離島の需給調整について
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以下に示す需給調整機能の全てを具備（応札要件）

【周波数制御機能】

・ガバナフリー運転

系統周波数の変動に応じて発電機出力を変化させるよ
うに運転（ガバナフリー運転）する機能

＊調定率は、島内の需給運用状態を踏まえ設定

・ＡＦＣ（Automatic Frequency Control:自動周波数制御）機能

当社からの指令に基づき、周波数または発電機回転数
を検出し、最低出力から最大出力の範囲内で出力を変
動（負荷変化速度=定格出力の３％/分程度以上）させる
機能

【電圧調整機能】

当社からの指令に基づき、発電機母線電圧または発電
機無効電力を制御する機能

【起動特性】

当社からの指令に基づき、発電機を起動させる際、冷機
状態において以下の時間内で起動

・起動準備～並入：10分以内、並入～定格負荷：30分以内

【最低出力】

最低出力は、連続運転が可能な出力で、定格負荷の
50％以下 〔要綱案4(8)〕

（対馬：p19）

要綱案

離島（対馬）では島内需要
家への電力供給及び電力
品質維持において、入札
電源の担う役割が大きい
ため、需給調整機能が必
要

ＥＬＤ（経済負荷配分）運転、
ＡＦＣ（自動周波数制御）運
転、ガバナフリー運転やＤＳ
Ｓ（起動停止）等の需給運
用に参加する電源について
は、電源の需給運用への貢
献の度合いに応じて、加点
評価することとする。
〔ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP7 4(6)b〕

今後の再生可能エネル
ギーの大量導入への対応
を考慮すると、調整力確保
等の観点から、ＡＦＣ運転、
ガバナフリー運転やＤＳＳ等
の電源が必要となることも考
えられる。入札実施会社は、
将来の需給運用を考慮し、
ＥＬＤ運転を含む需給運用
への参加可否の項目を入
札要綱に設けることを可能
とするが、その理由につい
て説明することとする。
〔ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP8 4(6)d〕

当社の考え方ガイドライン

３ 離島の需給調整について

（１）需給調整機能の要件化

ｏ 離島（対馬）については、本土と系統状況が異なることから、需給調整機能の要件化を要綱案（見直し前）へ記載
のうえ、ＲＦＣによる意見募集を行いましたが、意見はございませんでした。



30

変更通告を行う場合、当社は原則として、実受給日の前日
（需要予想・運転計画を定める日）までを期限として、これ
を行うものといたします。ただし、電力需給が厳しい場合は、
落札者との協議により、落札者の発電余力の活用に影響
しない範囲で、通告期限以降の変更通告ができるものとい
たします。

〔要綱案9(2)〕

（対馬：p57）

要綱案

電力の安定供給の観点か
ら応札電源による島内需
要の負荷追従を行うことか
ら、至近の需給状況を踏ま
えた変更通告が必要

入札対象電源が、余力部分
について取引所における取
引を活用し売電することを
可能とするため、通告変更
期限は、ベース型電源につ
いては週間計画通告期限
の前日まで、ミドル型、ピー
ク型及び予備力型電源に
ついては、遅くともスポット
取引の入札日の前日（原則
として２営業日前）までを基
本型とし、より直前の通告変
更に対応できる電源につい
ては加点評価することとす
る。ただし、需給が厳しい場
合は、発電事業者との協議
により、発電事業者の他の
売電契約に影響しない範囲
で、上記の期限以降の通告
変更により電気の供給を受
けることを可能とする。

〔ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝP8 4(6)c〕

当社の考え方ガイドライン

３ 離島の需給調整について

（２）通告変更期限

ｏ 離島（対馬）については、本土と系統状況が異なることから、当日の通告運用を要綱案（見直し前）へ記載のうえ、
ＲＦＣによる意見募集を行いましたが、意見はございませんでした。
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：主要送電線
：発電所

豊玉発電所

1G 2G 3G 4G 5G

定格出力

（MW)
10.06.0 10.010.06.0

入札電源

1G 定格出力：8.0MW

佐須奈発電所

6G

定格出力

（MW)
3.6

【対馬概要諸元】

送 配 電 線

佐須奈PS

給電指令

入札電源

発 電

豊玉PS(島内給電運用)

H24年度実績36.5/13.8MW最大/最小需要

対馬市公表値

（H26年1月末）

備考

33,505人

（15,285世帯）

諸元

人口

（世帯数）

九州

対馬

設置場所・連系点未定
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ｏ対馬では平常時、発電機２台以上で島内需要に対して電力を供給しており、最低でも発
電機２台で電力品質（周波数、電圧）を維持。（60Hz±0.3Hz、101±6V）
ｏ入札電源も最小需要時には島内需要の約60％を供給する可能性があり、電力品質を維
持するためには、入札電源にも「周波数制御機能」「電圧調整機能」が必要

島内総需要

当社2台目

当社1台目

入札電源
定格出力(8.0MW)

2台運転

【例：対馬の需要カーブ（H24年度最小需要）】

ｏ離島では需要変動に応じて運転台数を増減
（発電機起動）需要が上昇し、既運転発電機の合計定格出力の９０％に到達した時点
（発電機停止）需要が低下し、運転中発電機を１台停止しても残運転発電機合計定格

出力の９５％以下と見込まれる時点

約60％を
供給
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0

5

10

15

20

1時 2時 3時 4時 5時

負
荷
(M
W
)

発電機Ａ

島内総需要

発電機C

1台目不具合停止 追加起動完了

発電機停止により停電発生

１台（発電機Ｂ）で需給調整が
必要な時間

発電機Ｂ

【発電機2台運転時間帯に1台が不具合等で停止した場合】

ｏ発電機2台で電力供給した場合、１台が不具合等により停止すると一部停電が発生

ｏ発電機を追加起動し、停電解消を図るが追加起動した発電機が周波数制御及び電圧調整可能に
なるまでは、発電機１台で周波数制御及び電圧調整しなければならないため、入札電源にも「周波数
制御機能」「電圧調整機能」が必要

ｏまた、早期停電解消のために迅速な発電機起動及び増出力が必要なため、入札電源を追加起動させ
るケースも想定し、入札電源にも当社電源相当の「起動特性」が必要
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ｏ最小需要と発電機2台運転時の最低出力（5,000kW×2台）の差（発電機の出力調整
幅）と同量の再エネについては出力抑制なしで連系可能

ｏ発電機の最低出力が低いほど、再エネの連系量を多くできるので、入札電源においても、
現行技術的に可能な最低出力値（定格出力の50％以下 ）を要件化

〔発電機２台運転時の最低出力：H24年度最小需要の場合 〕

内燃力１台 ＋ 入札電源内燃力２台

内燃力機１台
最低出力
5,000kW

内燃力機１台
最低出力
5,000kW

内燃力機１台
出力
6,000kW

入札電源最低出力
4,000kW

再エネ連系分
3,800kW

再エネ連系分
3,800kW

13,800kW 13,800kW



参考３-５ 離島における需要想定について

① 気象情報の受信

② 翌日の需要予測及び太陽光・風力
出力の予測を行い、発電計画を策定

釧路

16 0 北西 2

18 0 西 3

19 0 西 3

Ｂ地域

16 0 北西 2

18 0 西 3

19 0 西 3

Ａ地域
天気 気温

〔℃〕
降水
〔mm〕

風向 風速
〔m/s〕

・・・

10時 16 0 北西 2

11時 18 0 西 3

12時 19 0 西 3

・・・

発電

(供給力)

負荷

(需要)

小水力
太陽光
風力

内燃力

前 日

翌
日
発
電
計
画
の
策
定

翌
日
の
需
要
想
定

15時頃

①

気
象
情
報
受
信

17時頃

〔需要想定(作成スケジュール)〕

ｏ 離島(今回：対馬)の需給運用においては、本土と異なり単独系統なため、緊急時の外部電力調達等が不可
であることから、限られた電源の中で経済性と供給信頼度の確保を両立させる精度の高い需要想定並びに
運転計画が求められる。

〔離島における基本的な需給運用の考え方〕

〔需要想定(内容)〕

気象情報（地域単位）
・天気
・気温
・降水確率
・風向風速 など

②

(ピーク時のバランス)
〔イメージ〕

ｏ そのため、需要想定および運転計画の策定に当たっては、島ごとの系統・電源構成、トラブル等による補
修・系統の停止、天候等を考慮する必要があることから、毎日、翌日分を策定し、運用している。

① 需要実績、予想外気温度、天候、島内行事等から原則として前日に翌日の需要予想を作成。
② 気象データ予測の入手は、気象庁等(ホームページ)から行う。
③ 翌日の補修計画を踏まえた運転計画を作成（経済的な運用となるよう運転順位を決定）
④ 需要予想及び運転計画を関係発電所へ周知(FAX)
（需要予想と運転実績に相違があった場合、要因等を整理・分析し、今後の予測精度向上を実施)

35

想定
需要

予備力



４. ＲＦＣでいただいたご意見等を踏まえた

要綱案の見直しについて

36
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・津波対策については、｢電気設備地震対策Ｗ
Ｇ報告書(H24.3)：総合資源エネルギー調査会
原子力安全・保安部会電力安全小委員会」に
て示された「電気設備の津波への対応の基本
的な考え方」および「電気設備の津波対策」
に基づくものとします。

・記載なし

〔ご意見 №6〕

〔要綱案４（５）〕

遵守すべき事項

（本土：p15）（対馬：p15）

〔契約書案〕

契約の解約

（本土：第9条）（対馬：第9条）

（域外：第11条）（別紙６）

・環境影響評価においては、新たに設置
される設備について、適用可能な最善の
技術（BAT：Best Available Technology）
の適用が条件となっていることから、条件
を満たす設備を導入していただきます。

〔ご意見 №5〕

要綱案（見直し前）

・同左

・具体的には、経済産業省および環境省が平成
25年４月25日付「東京電力の火力電源入札に関
する関係局長級会議取りまとめ」により整理し公
表した、「ＢＡＴの参考表【平成26年４月時点】」に
おいて、「（Ａ）経済性・信頼性において問題なく商
用プラントとして既に運転開始をしている最新鋭
の発電技術」に区分されている発電技術以上の
ものとしてください。

〔要綱案４（５）〕

遵守すべき事項

（本土：p13）

要綱案（見直し後）項目

４ 要綱案（見直し後）

o ＲＦＣを通じていただいた多数のご意見・ご指摘等については、できるだけ反映することとし、以下のとおり要綱案・標準契約書
案に反映・修正をいたしました。
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・ただし、上記価格を採用することが適当でない
場合には、落札者と当社の間で協議により他の
指標等による方法を定めるものといたします。

・なお、将来の炭素クレジットの市場動向
によっては、市場価格のベンチマークを
見直すことがあります。

〔ご意見 №34〕

〔要綱案９（11）〕

二酸化炭素排出係数の扱い

（本土：p74）

（対馬：p72）

・同左

（備考欄に追記）
・「出力上昇」部分とは、プラント起動から
通告出力に至るまでを指し、「出力降下」部
分とは、通告出力からプラント停止に至るま
でを指します。

・出力変化部分である「出力上昇」、「出
力降下」部分の受給電力量については、
通告未達割戻は適用いたしません。

〔ご意見 №27〕

〔要綱案９（５）〕

通告未達割戻料金

（本土：p65）

（対馬：p63）

・同左

・（略）
・契約価格の平均額と、当該平均額と上限価格の
かい離率（ただし、落札者が１社のみの場合など、
競争上問題となる場合には公表いたしません）

・契約締結後、機器調達等に支障を来す
ことのない適切な時期に、当社は次の項
目を公表いたします。
・（略）

〔ご意見 計2件 №14、38〕

〔要綱案７（5）〕

落札者の決定

（本土：p47）

（対馬：p45）

要綱案（見直し前） 要綱案（見直し後）項目

４ 要綱案（見直し後）
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・落札者の責めとならない地域事情等の事由に
より、発電所の建設が遅延した場合で、落札者
が変更を申し出た時期が契約締結後１年６か
月以内の場合。

・当社の責めとならない用地事情等の事由により、
系統アクセス設備の建設が遅延した場合で、当
社が変更を申し出た時期が契約締結後１年６
か月以内の場合（ただし、発電所建設の地元同
意が得られていないため当社が契約締結後速
やかに用地交渉に入れない場合は、発電所建
設の地元同意後１年６か月以内とする場合があ
ります）。

・落札者の責めとならない地域事情等の事
由により、発電所の建設が遅延した場合で、
落札者が変更を申し出た時期が契約締結
後１年以内の場合。

・当社の責めとならない用地事情等の事由
により、系統アクセス設備の建設が遅延し
た場合で、当社が変更を申し出た時期が
契約締結後１年以内の場合（ただし、発電
所建設の地元同意が得られていないため
当社が契約締結後速やかに用地交渉に入
れない場合は、発電所建設の地元同意後
１年以内とする場合があります）。

〔ご意見 №35〕

〔要綱案９（12）（13）〕

供給開始年月の変更

契約の解約

（本土：p77、81）

（対馬：p75、79）

〔契約書案〕

供給開始年月の変更

契約の解約

（本土：第38条、第39条）

（対馬：第38条、第39条）

（域外：第42条、第43条）

・当社または落札者のいずれか一方にやむを得
ない事由が生じた場合、あらかじめ文書をもっ
て相手方にその旨の申し出を行い、合意を得
た場合に限り、契約を解約できるものといたしま
す。

・当社または落札者のいずれか一方にやむ
を得ない事由が生じた場合、契約を解約で
きるものといたします。

〔ご意見 №48〕

〔要綱案９（13）〕

契約の解約

（本土：p79）（対馬：p77）

〔契約書案〕

契約の解約

（本土：第33条）（対馬：第33条）
（域外：第37条）

要綱案（見直し前） 要綱案（見直し後）項目

４ 要綱案（見直し後）
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・出力変化部分である「出力上昇（起動を含む）」
「出力効果（停止を含む）」部分については、あら
かじめ落札者ごとに所要時間を設定いたしますが、
停止からの起動部分を除き、いずれも原則として
最低出力から契約最大電力までの所要時間は負
荷変化率から求められる時間以内とさせていただ
きます。

・出力変化部分である「出力上昇（起動を含
む）」「出力効果（停止を含む）」部分につい
ては、あらかじめ落札者ごとに所要時間を
設定いたしますが、停止からの起動部分を
除き、いずれも原則として最低出力から契
約最大電力までの所要時間は15分以内程
度とさせていただきます。

〔ご意見 №44〕

〔要綱案９（1）〕

（対馬：p56）

・天変地異等やむを得ない事由による場合は、上
記c.およびd.は適用しないものといたします。

・解約の事由が落札者の責めとならない場
合は、上記c.は適用しないものといたします。

・解約の事由が当社の責めとならない場合
は、上記d.は適用しないものといたします。

〔ご意見 №40〕

〔要綱案９（13）②〕

契約の解約

（本土：p79）（対馬：p77）

〔契約書案〕

営業運転開始後の解約

（本土：第40条）

（対馬：第40条）

（域外：第44条）

・同左

c. 契約保証金に単利法により計算される解約時
までの利息相当を付した金額（契約保証金をお預
かりしている場合）なお、この場合の利率は、契約
締結時に大口定期（７年）がある都市銀行の大口
定期（７年）の平均年利率といたします。

※大口定期の年数は、対馬は5年

・当社が申し出た場合は、次の補償をいたし
ます。

c. 契約保証金の返却（契約保証金をお預
かりしている場合）

〔ご意見 №36〕

〔要綱案９（13）〕

契約の解約

（本土：p79）（対馬：p77）

〔契約書案〕

営業運転開始前の解約

（本土：第39条）

（対馬：第39条）

（域外：第43条）

要綱案（見直し前） 要綱案（見直し後）項目

４ 要綱案（見直し後）
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可変費のうち、ＣＩＦ価格に連動する費用の年額
を記入するものとし、費用は、可能な限り実際の
コストに基づいた設定（毎年同額）としてください。
なお、受給開始後の受給料金は、貿易統計の平
成25年２月～平成26年１月の使用燃料の価格
をベースにＣＩＦ価格の変動に応じて調整いたし
ます。

可変費のうち、ＣＩＦ価格に連動する費用の年額を
記入。なお、費用は、平成25年２月～平成26年１
月ベースの燃料価格で、年間契約基準電力量に
対応した金額（毎年同額）を記入してください。

〔ご意見 №46〕

〔補足資料1-1〕

入札価格計算書記入
例

（燃料本体費）

削 除

・発電機のリアクタンス、変圧器のインピーダンス
の各値については、定格容量ベースにて記入し
てください。

・発電機の慣性定数、直軸過渡リアクタンス、直軸
同期リアクタンス、直軸回路過渡時定数、変圧器
のインピーダンスについて記入がない場合は、当
社の標準的な数値によるものとします。

〔ご意見 №52〕

〔対馬提出様式３〕

作成に当たっての留意
点

前条の契約供給期間満了日の５年前までに、甲
または乙が、文書をもって相手方に契約の延長
を申し出た場合、相手方は特別な事情のない限
りその申し出に応じて契約延長の協議を行なうも
のとする。

前条の契約供給期間満了日の３年前までに、甲
または乙が、文書をもって相手方に契約の延長を
申し出た場合、相手方は特別な事情のない限り
その申し出に応じて契約延長の協議を行なうもの
とする。

〔ご意見 №51〕

〔契約書案〕

契約供給期間満了後
の扱い

（対馬：第32条）

要綱案（見直し前） 要綱案（見直し後）項目

４ 要綱案（見直し後）


